
奈
良
県
営
自
転
車
競
走
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
五
十
号

奈
良
県
営
自
転
車
競
走
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
営
自
転
車
競
走
実
施
規
則
（
昭
和
四
十
年
十
二
月
奈
良
県
規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
一
条
の
見
出
し
中
「
電
話
」
を
「
電
話
機
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
電
話
に
」
を
「
通
信
回

線
を
経
由
し
た
電
話
機
、
通
信
回
線
を
経
由
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
電
子
計
算
機
そ
の

他
の
端
末
機
器
に
」
に
改
め
、
「
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
奈
良
県
規
則
第
二
十
六
号
）
」
の
下
に
「
又

は
奈
良
県
営
自
転
車
競
走
電
子
決
済
投
票
実
施
規
則
（
平
成
三
十
一
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
六
十
九
号

）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


		2019-03-28T08:22:51+0900
	naraken.




